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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】不使用時はコンパクトでありながら、使用時に
は載置台を大きなサイズにすることができる用紙加工機
の安全性を高める。
【解決手段】用紙が載置される載置台１０と、その一側
部に設けられた用紙加工具４０と、を含んで構成された
用紙加工機１において、載置台の上面を、磁力に吸着可
能な載置面１１によって構成すると共に、表面部５１に
磁力を有する材料を設けた補助台５０を載置台の他側部
に回動可能に取り付けた。補助台の表面に、上下面に磁
石６０を配した位置決め器具６１を載置することで、不
使用時には、補助台と載置台を一体化させ、使用時には
、位置合わせした用紙を載置面上に固定させることがで
きる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙が載置される載置台（１０）と、該載置台（１０）の一側部に設けられた用紙加工
具（４０）と、を含んで構成された用紙加工機（１）であって、
　前記載置台（１０）の上面を、磁力に吸着可能な載置面（１１）によって構成すると共
に、
　表面部（５１）に磁力を有する材料を設けた補助台（５０）を、前記載置台（１０）の
他側部に回動可能に取り付け、前記載置面（１１）と略同一高さの開放位置から回動させ
ることで、該載置面（１１）に密着されるように構成したことを特徴とする用紙加工機。
【請求項２】
　前記補助台（５０）の表面に、上下面に磁石（６０）を配した位置決め器具（６１）を
載置することで、前記表面部（５１）を構成したことを特徴とする請求項１に記載の用紙
加工機。
【請求項３】
　前記補助台（５０）の表面に、前記載置面（１０）に設けられた目盛部から延長される
補助目盛部を設けると共に、裏面部に、前記載置面（１０）の裏側への回動を防止するた
めの回動防止手段（５４）を設けたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の用紙
加工機。
【請求項４】
　前記用紙加工具（４０）は、前記載置台の一側部に架設されたレール（３０）に摺動可
能に取り付けられた裁断具であることを特徴とする請求項１～請求項３の何れか１つの請
求項に記載の用紙加工機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大面積のシート材を加工する際に使用する用紙加工機に関し、不使用時はコ
ンパクトで、使用時には大きなサイズにすることができる用紙加工機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙や合成樹脂製のシート材からなる用紙を、特定位置で裁断したり、穿孔したり、ある
いは複数の用紙をまとめて特定位置でステイプル止めを行ったりするのに使用する用紙加
工機では、加工しようとする用紙を載置するための載置台の一側部に、用紙加工具を設け
て構成される。
【０００３】
　例えば、用紙に裁断加工を施すための裁断機は、用紙が載置される載置台と、該載置台
の一側部に設けられたアームと、それに架設されたレールと、レールにスライド可能に取
り付けられた裁断具とによって構成されるが、裁断具を移動させて用紙を裁断するにあた
り、所望のサイズに用紙が裁断されるように、裁断側とは反対側の用紙の縁部を、載置台
上に表示された目盛に合わせることで、位置合わせが行われる。
　しかし、サイズの小さな載置台では、大面積の用紙を裁断する際に位置合わせができな
いので、かかる事態に備えて、載置台の他側部（加工具が設けられていない側）に補助台
を設けたものが提案されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、用紙に加工が施される側とは反対側の載置台の側縁部に補助
台を取り付け、不使用時には、載置台の裏側に収納するようにした裁断機が提案されてい
る。
　大面積の用紙を裁断する際には、載置台の裏側に収容された補助台を、表側に向けて回
動し、載置台と同一平面上に位置させる。これによって、載置台からはみ出した用紙の側
縁部を受けることが可能となる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４９４７９０４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の用紙加工機においては、載置台を持ち上げた際に、裏側に収納さ
れた補助台が開いてしまうことがあった。また、裏面側の補助台にアクセスするために、
載置台ごと持ち上げる必要があるので、その際に、表面側に設けられている用紙加工具（
特許文献１の裁断機の場合はスライダ）に手が触れたり、用紙加工具が動いたりする可能
性があった。かかる危険性を回避するために、用紙加工具を載置台上に固定したり、用紙
加工具の刃物を覆ったりする必要があり、構造が複雑化し、コスト高となっていた。
【０００７】
　そこで、本発明は、使用時にのみ載置台を大きなサイズにすることができる用紙加工機
において、安全性を高めると共に、安価に提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明は、用紙が載置される載置台と、該載置台の一側部
に設けられた用紙加工具と、を含んで構成された用紙加工機であって、前記載置台の上面
を、磁力に吸着可能な載置面によって構成すると共に、表面部に磁力を有する材料を設け
た補助台を、前記載置台の他側部に回動可能に取り付け、前記載置面と略同一高さの開放
位置から回動させることで、前記載置面に密着されるように構成したことを特徴とするも
のである。
【０００９】
　この場合、前記補助台の表面に、上下面に磁石を配した位置決め器具を載置することで
、前記表面部を構成してもよい。
　前記補助台の表面に、前記載置面に設けられた目盛部から延長される補助目盛部を設け
ると共に、裏面部に、前記載置面の裏側への回動を防止するための回動防止手段を設けて
もよい。
　前記用紙加工具は、前記載置台の一側部に架設されたレールに摺動可能に取り付けられ
た裁断具であってもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に係る用紙加工機は、載置台の一側部に用紙加工具を設けた構造の用紙加工機
において、載置台の載置面を磁力に吸着可能に構成すると共に、載置台の他側部に、表面
部に磁力を有する材料を設けた補助台を回動可能に取り付けたので、補助台の表面部を、
載置台の載置面に密着させた状態で収納することができる。そのため、収納中に、不測の
事態によって、補助台が開放されるのを防止できる。
　また、使用に際しては、載置台に密着された補助台を回動させ、載置面と略同一高さに
開放することで、補助台の表面部を載置面と同一平面上に位置させる。これによって、載
置台を実質的に延長することができる。
【００１１】
　広い基盤上に用紙を載せて位置合わせを行うことができるので、加工される側とは反対
側の側縁部において用紙の位置合わせを行うことが可能となる。このため、位置合わせの
作業を正確に行うことが可能となる。
　補助台の開閉操作に際しては、載置台の裏面や用紙加工具にアクセスする必要がないの
で、安全性が高い。これによって、不使用時はコンパクトでありながら、使用時には、安
全性を保持した状態で、用紙の載置面を大面積にすることが可能な用紙加工機を、低価格
で提供することが可能となる。
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【００１２】
　請求項２に係る用紙加工機は、補助台の表面に、上下面に磁石を配した位置決め器具を
載置したので、不使用時に、補助台と載置台を一体化させるための器具を、使用時には、
位置合わせをした用紙を載置面上に固定させるための器具として利用することができる。
　請求項３に係る用紙加工機は、補助台の表面に、載置面に設けられた目盛部から延長さ
れる補助目盛部を設けたので、用紙の加工側とは反対側の縁部を、補助目盛部に合わせる
ことで、容易に位置合わせができる。これによって、Ａ３版などの大きなサイズの用紙を
裁断してＡ４版やＢ５判版などの小さなサイズの用紙を作る際に、正確な大きさに裁断す
ることができる。
【００１３】
　また、補助台の裏面部に、載置面の裏側への回動を防止するための回動防止手段を設け
たので、補助台を載置台に対して片持ち状に支持することができる。これによって、机上
面積が狭い場合であっても、補助台を広げることが可能となる。
　請求項４は、載置台の一側部に設けられたレールに沿って裁断具をスライドさせて用紙
を裁断する構成の用紙加工機において、載置台の他端部に、その載置面に吸着可能な補助
台を回動可能に取り付けたので、用紙加工機を持ち上げた際に、裁断具がレールに沿って
移動してしまう、という事態を回避できる。これによって、大面積の用紙を裁断する際の
安全性を、一層高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る用紙加工機を示す斜視図である。
【図２】上記用紙加工機の載置台と補助台の表面に設けられた表示を示す平面図である。
【図３】上記用紙加工機の正面図である。
【図４】上記用紙加工機の補助台を折りたたんだ状態を示す斜視図である。
【図５】上記用紙加工機の変形例を示す斜視図である。
【図６】上記変形例に適用された用紙加工具の内部構造を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の好適な実施形態を、添付図面に基づいて説明する。なお、実施形態は以下の形
態に限定されるものではなく、本発明の課題を解決し得るものであれば、他の態様も可能
である。
　図１は、本発明の実施形態に係る用紙加工機１を示す斜視図である。
　この用紙加工機１は、用紙が載置される載置台１０と、その一側部に設けられた一対の
アーム２０と、それに架設されたレール３０と、そのレール３０にスライド可能に取り付
けられた裁断具４０と、によって構成される。
【００１６】
　載置台１０の上面は、用紙が載置される載置面１１となっている。この載置面１１は、
鉄などの常磁性体からなる平面部材によって構成されており、上方からの磁力に対し、吸
着する性質を有する。
　載置面１１の両端は、僅かに高い段差面１２となっている。その段差面１２と載置面１
１との間の壁面（段差部１３）に用紙を当接させることで、長方形状の用紙を位置合わせ
することができるように、段差部１３はレール３０に対して直角方向に配設される。
　載置台１０の一側部には、一対のアーム２０が設けられており、それに架設されたレー
ル３０に、下端部に裁断刃４１を設けた裁断具４０がスライド可能に取り付けられている
。
【００１７】
　アーム２０の内部には、バネなどの弾性部材が設けられており、裁断具４０を押し下げ
ることでレール３０が下降し、押し下げられたレール３０に沿って裁断具４０を移動させ
ることで、下端の裁断刃４１で、載置面１１の上の用紙を裁断するように構成されている
。
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　この際、レール３０の下端部には透明板からなる紙押え３１が取り付けられており、載
置面１１に載置された用紙を均等な押圧力で固定できるようになっている。紙押え３１の
一側縁３２は、裁断刃４１の位置に合わせて配設される。
【００１８】
　紙押え３１の他側部は、中央（３３）を湾曲状に張り出した形状となっている。そして
、その張り出した部分を僅かに上方に向けて湾曲させることで、シート材の挿入を容易に
するためのガイド部３３を構成している。
【００１９】
　載置面１１には、紙押え３１の前記一側縁３２を基準とした升目状の目盛１５が形成さ
れている。この場合、Ａ４版、Ｂ５版などの規格サイズに用紙を裁断することができるよ
うに、裁断側とは反対側の側縁部に対応する位置を表示するためのサイズ表示１６を設け
てもよい（図２を参照）。
　このような用紙加工機１にあって、大面積の用紙を裁断する際の位置合わせの便宜のた
めに、載置台１０の他側部（レール３０が取り付けられている側とは反対側）に、補助台
５０が設けられる。
【００２０】
　この補助台５０は、載置台１０の他側部に設けられた枢止部１４において取り付けられ
ており、載置面と略同一高さの開放位置から回動させることで、載置面に密着する位置へ
と回動する。
　即ち、補助台５０の表面部５１には、磁力を有する材料が設けられており、閉じる位置
へと回動させることで、載置面上に吸着される。
【００２１】
　本実施形態の場合、補助台５０の表面に、上下面に磁石６０を配した位置決め器具６１
を載置することで、磁力を有する表面部５０を構成している。この場合、位置決め器具６
１の表面の磁力は、強力な磁石を内蔵することで、磁力を有する構成としてもよいし、シ
ート又は板状の磁石を表裏面に貼付する構成としてもよい。
　補助台５０の表面は、載置台１０の載置面と同一の高さに設計されており、広げた状態
（開放位置）において、載置面１１が延長された状態となる。この状態から、補助台５０
を上に向けて回動させることで、位置決め器具６１を介して、補助台５０の表面が、載置
台１０の載置面１１に密着する。
【００２２】
　補助台５０の表面には、載置面１０に設けられた目盛からの延長で、補助目盛部が設け
られている。補助目盛部としては、図２に示す「Ａ４よこ」など、大きなサイズの用紙の
裁断側とは反対側の側縁を示す表示５６や、載置面１１から連続する目盛５５など、位置
合わせ作業の便宜に合わせて、適宜選択される。
　この補助台５０の表面の両端にも、段差部５３を介して段差面５２が設けられている。
この段差部５３も載置台１０の段差部１３に連続している。これらの段差部に用紙の端を
当接させて位置合わせを行う。
【００２３】
　補助台５０の裏面部には、前記載置面１０の裏側への回動を防止するための回動防止手
段５４が設けられている。この回動防止壁５４は、図３に示すように、載置台１０の側壁
部に当接する壁面部として設けてもよいし、使用時に回動を防止するためのフック部とし
てもよい。補助台５０の回動端部には、回動操作のための把持部５５が形成される。
　上記構成の用紙加工機１の使用状態を説明する。
【００２４】
　収納時には、図４に示すように、補助台５０を回動させて、その表面部５１を載置台１
０の載置面１１に密着させる。この際、補助台５０の表面と、載置台１０の載置面１１と
が、磁力に吸着する性質の材料によって構成されているので、磁石を設けた位置決め装置
６０を介して、両者が強固に固定される。このため、補助台５０が不用意に開放されるこ
とはなく、衝撃などの不測の事態に備えることができる。
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【００２５】
　使用に際しては、載置台１０に密着された補助台５０を上に向けて回動する。すると、
載置台１０の延長位置に補助台５０が配置され、位置合わせのための作業台が広くなる。
　このため、用紙加工機１を机上に載置した状態で、安定した姿勢で補助台５０の開閉操
作を行うことができる。補助台５０の開閉操作に際して、載置台１０の裏面にアクセスす
る必要がないので、レール３０上の裁断具４０がスライドしてしまったり、裁断具４０に
手が触れてしまう心配がない。このため、開閉時の安全性を高めるための機構を別途設け
る必要がなく、コストを低減することができる。
【００２６】
　用紙の位置決めを行う時は、裁断される側とは反対側の用紙の側縁部を、載置台１０や
補助台５０に付された目盛（１５、５５）やサイズ表示（１６，５６）に合わせる。
規格のサイズに用紙を切断する場合は、紙押え３１のガイド部３３から用紙の一側縁部を
挿入し、他側部側の縁部の角部をサイズ表示１６、５６に合わせる。すると、用紙の一側
部において、切断すべき位置（即ち、紙押え３１の一側縁部３２）が設定される。
　このようにして、正確に位置合わせされた用紙の上に、位置決め器具６１を載置する。
位置決め器具６１の磁石６０によって、用紙が載置台１１の上で固定されるので、裁断中
に、用紙が位置ズレするのを防止できる。不使用時には、補助台５０と載置台１０を一体
化させるために機能していた器具（６１）を、使用時には、位置合わせされた状態を維持
するための器具として利用できるので、部品点数が減少される。
【００２７】
　補助台５０の表面に、載置面１１に設けられた目盛部から延長される補助目盛部を設け
たことで、大面積の用紙であっても、加工側とは反対側の縁部を基準とした位置合わせが
可能となる。これによって、大面積の用紙を正確な大きさに裁断することができる。
　補助台５０の裏面部には、載置面１１の裏側への回動を防止するための回動防止手段５
４が設けられているので、図３に示すように、補助台５０を載置台１０に対して片持ち状
に支持することができる。これによって、机上２の面積が狭い場合であっても、補助台５
０を広げることが可能となる。
【００２８】
　なお、本実施形態は、位置決め部材６１を介して載置台１０と補助台５０の表面を密着
させたが、補助台の表面を板状の磁石で構成したり、表面の下層に強力な磁石を配するこ
とで、そのまま載置面に密着させるようにしてもよい。或いは、補助台ではなく、載置台
の方に磁石を配してもよい。
【００２９】
　本発明の用紙加工機は、用紙が載置される載置台と、その一側部に設けられた用紙加工
具を含んで構成されたものであればよく、例えば、図５に示す用紙加工機１’のように、
一側縁部に穿孔具７０を設けたものであってもよい。この穿孔具７０は、ルーズリーフな
ど、用紙の一側縁部に多数の綴じ孔を設けるためのものであり、図６に示すように、複数
の穿孔刃７１を、刃先を下に向けた状態でレール７２に沿って並べて支持したものである
。
【００３０】
　使用に際しては、スライダ７３をレール７２に沿って移動させることで、穿孔刃７１が
次々に下降し、用紙に多数の綴じ孔が開設される。スライダ７３の内部には、上下方向波
形の案内溝７４が設けられており、その案内溝７４に、複数の穿孔刃７１が、ピン７５を
介して支持されている。このように構成することで、レール７２に沿ってスライダ７３を
移動させることで、穿孔刃７１が順次下降し、ルーズリーフ状の用紙が形成される。
【００３１】
　かかる用紙加工機１’において、前記載置台１０’の上面を、磁力に吸着する材料から
なる載置面１１’によって構成すると共に、表面部５１’に磁力を有する材料を設けた補
助台５１’を、穿孔機７０が設けられる側とは反対側の載置台１０’の側縁部に設ける。
　補助台５０’の表面部５１’は、磁石板となっており、枢止部１５’を中心に、上に向
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けて回動させることで、載置台１０’の載置面１１’に吸着する。
【００３２】
　開閉操作に際して載置台１０’を持ち上げる必要がないので、用紙加工機を机上に安定
的に載置した状態で、補助台の開閉操作を行うことが可能となる。このため、スライダが
移動する不測の事態に備える必要もない。
　これによって、不使用時はコンパクトでありながら、使用時には、安全性を保持した状
態で、シート材の載置面を大面積にすることが可能な用紙加工機を、低価格で提供するこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、シート状の用紙に加工を施す際に使用される、あらゆる種類の用紙加工機に
適用することが可能である。
【符号の説明】
【００３４】
１・・・用紙加工機
１０・・・載置台
１１・・・載置面
１２・・・段差面
１３・・・段差部
１４・・・枢止部
１５・・・目盛
１６・・・サイズ表示
２０・・・アーム
３０・・・レール
３１・・・紙押え
３２・・・一側縁
３３・・・ガイド部
４０・・・裁断具（用紙加工具）
４１・・・裁断刃
５０・・・補助台
５１・・・表面部
５２・・・段差面
５３・・・段差部
５４・・・回動防止壁（回動防止手段）
５５・・・目盛（補助目盛部）
５６・・・サイズ表示（補助目盛部）
６０・・・磁石
６１・・・位置決め器具
７０・・・穿孔具
７１・・・穿孔刃
７２・・・レール
７３・・・スライダ
７４・・・案内溝
７５・・・ピン
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